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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月5日(2017.7.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　実効雨量の式（１）では、ある時刻に降った雨量Ｒが半減期Ｍ[ｈ]が経過するとＲ／２
となり、更に半減期Ｍ[ｈ]が経過するとＲ／４になるというように、指数関数的に降雨の
影響が減少する。従って、半減期Ｍが短い場合は、降雨の影響は時間と共に急激に減少す
ることになり、実効雨量は実質的に降雨強度を表す指標となる。一方、半減期が長い場合
は、降雨の影響がより長期間持続することになり、半減期を無限大に設定すれば実効雨量
は積算雨量に等しくなる。図２に、ある年の各月における時間雨量を示すグラフ（ａ）、
及び、この時間雨量について、半減期Ｍ[ｈ]を１．５、７２、２１６、７２０、及び３０
００に設定したときの実効雨量を表すグラフ（ｂ）～（ｆ）を示す。図２においては、例
えば半減期１．５[ｈ]の実効雨量は地面の表層に貯留される水分量の指標を表し、半減期
７２[ｈ]の実効雨量は地面から深層に貯留される水分量の指標を表す。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　領域Ａと領域Ｎを分離する境界線（以下「ＡＮ境界線」と呼ぶ）を定めるために、ＡＮ
境界線上にある点（以下、ＡＮ境界点と呼ぶ）を次の方法で抽出する。すなわち、ある時
刻におけるスネーク曲線上の点ｐに対し、点ｐとＸ(Ｍ１，ｔ)が等しい点の中に、点ｐよ
りもＸ(Ｍ２，ｔ)が大きいものが無く、且つ、点ｐよりもＸ(Ｍ１，ｔ)が大きい点の中に
、点ｐとＸ(Ｍ２，ｔ)が等しい点、及び点ｐよりもＸ(Ｍ２，ｔ)が大きい点が無い場合に
、点ｐをＡＮ境界点と判断する。従って、最初に選んだ点ｐが本発明の注目点に相当し、
ＡＮ境界点が第３境界点に相当する。
　その上で、抽出された全てのＡＮ境界点を実効雨量Ｘ(Ｍ１，ｔ)が小さいものから順に
並び換え、図６に示すように直線で結ぶ。これにより得られる階段状の線をＡＮ境界線と
する。ＡＮ境界線が本発明の第３境界線に相当する。なお、並び換えた後の最初のＡＮ境
界点の実効雨量Ｘ(Ｍ２，ｔ)は既往最大値Ｘｍａｘ(Ｍ２)に一致し、最後のＡＮ境界点の
実効雨量Ｘ(Ｍ１，ｔ)は既往最大値Ｘｍａｘ(Ｍ１)に一致する。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　さらに、上述した二次元判定図（図８）と本実施例で用いた二次元判定図（図１７）を
用いて、土石流の発生を予測するシステムを構築することができる。例えば図１９（ａ）
、（ｂ）は、ある地点における過去の降雨量データから得られた現時点における二種類の
二次元判定図を示している。このシステムでは、これら二次元判定図が液晶ディスプレイ
等に表示される。そして、液晶ディスプレイに表示された判定図のいずれかにおいてユー
ザが任意の点を選択（クリック）すると、該選択した点の長半減期Ｍ１と短半減期Ｍ２を
それぞれ横軸及び縦軸とするスネーク曲線が自動的に作成され（図１９（ｃ））、さらに
、今後１時間の降雨量の違いによって得られる推定点が書き込まれる。図１９（ｃ）では
、今後１時間の降雨量が0ｍｍ、20ｍｍ、38ｍｍ、40ｍｍ、49ｍｍ、60ｍｍの場合の推定
点が表示された例を示す。
　従って、ユーザは、推定点の位置から土石流の発生を引き起こす、今後１時間の降雨量
を推定することができる。
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